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1.はじめに

本稿の目的は､日本の産業革命期を中心とした研究を発展させる上で回避す

ることのできない ｢工場｣資料の活用をはかる立場から､日本の近代における

工業統計調査の沿革を明らかにすることである｡近代の工業生産を特色づけて

いる工場制生産が､日本の工業統計調査の歴史の中でどのように把握されてき

たかを明らかにすることは､ ｢工場｣統計を利用するための前提条件となるか

らである｡検討の期間は､明治初年から大正中期にいたるほぼ半世紀あまりと

する｡したがって､それは､通説的な見解によって採桶されている日本の産業

革命期を中心として､その前後の期間を含むものになる｡ところで､工業統計

調査の沿革を振り返ることによって､ ｢工場｣統計の信頼の度合いを明らかに

することができるので､本稿の後半部分では､個別工場を全国的に収録し､工

業統計資料としての価値も格段に増している､ 『工場通覧』を基碇資料とした

工場統計の活用を試みている｡日本の近代化過程の産業発展にみられる地域差

を解明する上で､ .｢工場｣統計が有効な資料 となりうるかどうかを確認するこ

とがその狙いである｡

さて､近代の工業生産を代表するものは､原動機を導入した動力化した生産

施設であるカ亨､工業のすべての部門でこうした動力化が一律に進展する訳では

ないので､-股に､工業統計における工場は､一定の基準を満たすものとして

規定されることになる｡その基準は､大抵の場合において､生産施設の大きさ

を表現するも.のであり､職工数もしくは資本金が､通例使用される｡したがっ

て､一定の条件つきで工場として認定できるという･意味を込めて､ ｢工場｣の

標記がなされる場合が普通である｡日本における ｢工場｣調査の沿革に関して

は､生産統計の発達のなかでこれを問題にした､日本統計研究所編 (1960)に

なる先駆的な研究成果がある｡この研究は､日本の近代の産業研究をすすめる

にあたり､必読の文献となっており､日本の資本主義の再生産構造を把握する

ための基礎統計を整備することを目指した､塩滞君夫他編 (1973)の研究にも

貢献していえ｡日本の 口二場｣調査の発達と変遷の過程を､初めて､系統的に

整理したこの研究は､今日においてもなお､日本の近代の工業統計調査の概要

を最も詳細に紹介 したものとして､その意義を失っていない｡しかしながら､

それ自体は､日本の工業統計調査の発達過程を追跡することに力点を置いてし､
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るために､日本の近代の ｢工場｣統計全般についての検討を行っていない｡別

な言い方をすれば,『日本統計発達史』の記述は､明治以降の ｢工場｣調査の

変遷を利用者のために解説することを意図しているのであって､ 『工場通覧』
をはじめとする ｢工場｣統計の活用方法を提示することを目的としていないと

いうことである｡本稿の立場は､これとは逆に､日本の産業革命期を中心とし

た研究に ｢工場｣統計を積極的に取り入れるための方法的工夫を行うために､

その前提として､日本の近代の工業統計調査の沿革を検討するものである｡

2.工業統計調査の沿革と主要工業統計
･".<･:'

(1)明治初年の物産調査

日本の近代的工業統計調査のスタートが､ ｢物産調査｣という生産高の調査

をもって始められたこと､そして統計資料として未だ多くの欠陥をもちながら

も北海道を除く府県について全国物産の総目録が 『府県物産表』の形態をとっ

て明治 6年と7年に関して編集されたことは､すでにあまねく知られている｡

明治3年9月の民部省達第 623号 ｢府県管内物産取調｣は､ Ⅲ｣川海陸ノ物産

並人工二係り候品類 トモ其管内取調不洩様記載可致事｣と､29品目の府県単位

の調査を指示している｡これは､近代日本における最初の全国的な生産統計調

査であった｡民部省の廃止にともない､府県物産の調査は､その後､大蔵省に

移管となり､明治5年3月の大蔵省第37号は､ ｢別紙雛形ノ通年々産出ノ総計取

調翌正月限可差出事｣と､府県管内 ｢産物表｣雛形の改正を指示している｡こ

れにより､46品目に調査対象が拡張されたほか､ ｢右名目二不拘品ニテモ其土

地出産ノ品物無遺漏取調可申事｣とあえから､ 形式の不揃いはあるとはいえ､

調査束橡 品目は事実上すべての産物に拡大されたことになる｡しかも､米麦と

雑穀類については､ ｢日用費消｣ と ｢他国輸出｣の区分が付け加わっており､

国と郡単位の主要穀物の生産高と消費高と流通高を把接しょうとする意図を窺

うことができる｡ その他の産物については上記区分に準拠した正確な数字の記

載を義務づけていないが､いずれの場合も､統計の調査単位は国郡レベルと指

定している｡明治3年の調査が ｢府県｣を単位とする調査で あったことを想起

するならば,新しい通達は､なお数量調査に限定されているものの､日本全国

の物産に関する総目録の作成を企図したものといえる｡

物産取調べのた吟の事務局は､大蔵省から新設の内務省にさらに移管替えと

なりヾ 明治7牢7月の内務省布達甲第18%により ｢物産表差出方｣の改正が通達

される｡･改正の要点は､明治5年3月の改正によって指示された ｢日用費消｣と

.｢他国輸出｣という区分の廃止と雛形の改正に関するものであった｡ ｢物産ノ

数量並元価明瞭ナラサル廉モ有之候二付最前布達置候内日用費消他国輸出ノ区

分ハ相廃止右二拘ハラス其地生産物品多寡元価等追加書式雛形ノ通無遺漏取調

年々翌三月限可差出候｣とあり､各府県が提出すべき ｢物産取調書｣の雛形に

-78-



よると､ ｢生産物部類｣は､穀類､米穀質井二澱粉類､醸造物類､園読類､種

子井某実類､柑類､菜種井製薬類､油蝋類､禽獣類､虫魚甲貝類､海藻類､菌

華類､飲料及食物類､煙草類､金銀鋼鉄類､玉石砿土類､糸綿麻類､縫織物類

皮革羽毛類､紙類､文具類､艶帝類､諸機械及農具工具鋼 同具類､染具塗具及

絵具類､化粧具類､漆器類､陶器類､藤竹蔑器類､桶樽類､戸障子箱指物類､

竹木類､網縄類､月餅牛及飼料類､金銀玉珠石其他諸金属細工類､甲介角牙爪骨

細工類､羽毛皮髭細工類､武具馬具靴類､小児玩物類､硝子細工類､相補毛織

細工類､扇団扇蓑笠油衣類､傘類､楽器類､麦藁細工類､薪炭類の45類に分か

たれ､例示品目の数はほら到00品目に達している｡明治7年の通達が､地方物産

の数量調査と同時に金貨に換算した当該物産の合計金額である通貨調査を府県

に要請していることは､府県物産表の作成に対する政府の並々ならぬ姿勢を示

している｡ ｢地方物産取調ノ儀ハ最経国ノ要務ニシテ既二大蔵省布達ノ旨モ有

之候虞猶今般本省布達相成候儀ハ抑物産ノ多寡ヲ詳ニシ人口ノ増減ヲ明こシテ

以テ地方ノ盛衰ヲ量り盛ナルモノハ之ヲ賛成シ衰ルモノハ之ヲ挽回シ適宜ノ鹿

分可致ハ素ヨリ当然ノ要務二候虞右物産取調ノ旨趣或ハ貫徹致サス却テ税額ノ

増減ニモ関渉致スヘキト無謂忌疑ヲ抱キ取詞方自然不都合ヲ醸シ候向モ有之哉

二相間へ以ノ外ノ儀ニテ如此上下手数ヲ費シ候ハ第一皇国物産ノ全量ヲ表シ漸

次富鏡ノ賓ヲ験シ二二ハ各地方ノ盛衰ヲ詳ニシ三ニハ年々歳々各府県物産ノ多

寡ヲ比較シ人民ノ勉否ヲ照考シ四二ハ各地諸物ノ有無ヲ通知シ貿易ノ標目迄総

テ一目瞭然ノ表式ヲ締製シ歳次公告相成ルヘキノ要具二候｣と､本調査の趣旨

を説明し､各府県に対 して各郡各区の ｢物産表｣調査を指令している0

なお､現存している最古の全国的生産統計となる明治六年の 『府県物産表』

が過渡的な性格をもつのは､統計調査が明治5年と7年の二度の通達に影響され

ているからである｡各地方における数量単位の不揃いと､それに由来する物産

1単位あたりの価格の不統J 隆のため､地域間比較は多くの問題を含んでいる

にもかかわらず､明治七年の 『府県物産表』が､そのための基礎資料として､

山口和雄 8956)や古島敏雄 (1961,1963,1%6)の研究に代表されるように､

しばしば,これまでも利用されてきたのは､これが事実上､日本で最初の全国

スケールでの物産価格が調査された統計であったからである｡

明治10年 8月の内務省乙第72号連は､ ｢物産表ノ儀ハ品類繁雑二捗り地方ノ

労費ヲ増シ候二付今般更二改正｣する旨を通達し､同時に､今後は ｢一般生産

二緊要ナル農産物ヲ選ヒ種類節減表式｣に改めることを規定し､ ｢物産表｣に

代わ.り ｢農産表｣の編成を指示している｡例言にいわく､ ｢農産表ハ全国必要

ナル農業上ノ産出物二就テ其播種地､産額通貨ノ増減ヲ徴センカ為二編成｣す

るものであり､物産の種矧 ま､これを ｢各地一般二耕種スル日用食杵ノ要品｣
である ｢普通物産｣(14種)と ｢遷出ノ地方限リアル｣｢特有物産｣(28痩)

の二種類とする｡生糸類 ･紙類 ･製茶といった工産品の一部が､ ｢特有物産｣
としてここでの調査東棟 となっているものの､すべての物産､したがって農産

加工品以外の工産物を調査の範囲に含めていた物産調査の性格はここに薄れ､

-79-



事実上､農産調査となった｡各府県が､明治 8年以降についても､ ｢物産表｣
の編成を継続して実施していたとすれば､ ｢物産表｣の提出期限が翌年三月で

あること､そして内務省乙第72号達の日付が明治10年 8月であることから､少

なくとも､明治 8年については 『府県物産表』が作成されていてもよいことに

なるが､物産の ｢概表｣以外は今日なおその存在を確認できていない｡一方､

｢農産表｣は､ 『全国農産表』あるいは 『農産表』の名を冠して､明治 9-15

年の期間について刊行されている｡

なお､本稿で引用しているところの､工業統計調査に開通した規則ならびに

事項は､すべてこれを､内閣官報局編の 『法令全書』各年度版と､農林大臣官

房統計課繍 (1932)の 『明治二年以降農林省統計関係法規輯覧』を資料として

いることを付記しておきたい｡

(2)農商務省の設置と ｢工場｣調査の開始

太政官第25号達 (明治14年 4月7日)によって農商務省の職制七事務章程が定

められ､ ｢一般統計表編製ノ材こ.僕スルタメ農商工ノ盛衰､郵便ノ増減､物価

ノ高低､内外貿易ノ景況､及山林ノ調査等二関スル文書ヲ採集｣する事務は､

農商務省の所管となった｡

農商務省は､. ｢鳥商工山林ノ盛衰消長ヲ詳悉スヘキ為メ生産消費ノ数量ヲ調

査スルハ勧業ノ要務｣であると認識して､明治16年 12月に ｢農商務通信規則｣

(農商務省連第21号)を制定した.この規則は､ ｢定期軌 と ｢臨時軌 の二

種の通信を各府県に対して義務づけている｡ ｢農商務通信規則｣に則って作成

された工業に関する通信事項と付録表式が､各府県に通牒されているが､通信

すべき事項として､ ｢工場｣･｢品目｣･｢職工賃銀｣ ･｢職工人員｣･｢工

業景況｣･｢工夫負傷及機械敦損｣･｢工事二関スルモノ｣(｢工業者同業組

合叉′項協会等ノ興和えコ諜 二関シ緊要ナ)増項｣)の 7項目が挙げられている｡

調査車線 は､製糸､織物､編物､莫大小､畳表､紙類､金属器､金玉器､陶器､

磁若気 瓦類､七賢者乱漆諒､角甲牙器､醸造物､油類､化学上製品､製革及革具､

缶詰､機械､船舶､車､活字版額､此他著名ノ工産物､の24品層群となってい

る｡慎商務通信規則｣カミ近代的工業統計調査の端緒であるといわれる理由は､

｢聴力倉人以上ヲ使役スル工場｣について ｢蒸気機関ヲ用 フル工場｣と泳車ヲ

用フル工場｣と ｢蒸気機関及水車等ヲ用ヒサル工場｣に分けて､工場の名称､

工業の種類､資本金､役員､役員給料､職工数､職工賃銀､就業日時数､一原料

価､雑費､製造品 (数量･価格)､使用する機関と機械の台数 ･能力､伐開した

石炭と薪の数量 ･価隆についての調査を特別の扱いとし､これらを毎年の調査

として､その報告を義務づけている点に示されている｡明治16年以降の調査は､

明らかに､ ｢物産表｣における生産高調査もしくは物産の通貨調査とは異なり､

使周する機械､原料なら鯛労 働力といった､いわば生産の基鍵的条件を含めた

.ものとなっている｡7

すでに､内務省が､ ｢全国拾入線以上器械製糸所｣の調査を明治 12年6月に

80



実施し､また､各府県においても ｢製糸器械場｣や ｢製作工場｣についての調

査をすでに実施していたけれども､10人以上の規模をもって 口二場｣とすると

いう工業調査の方式は､明治16年に初めて規則として確立したといえる｡そ

の結果は､各府県の様式はなお一定したものとなっていないが､ 附県統計劃
とその類書､あるいは明治19年6月に創刊された 『農商務統計表』に収録され

ている｡

ところで､明治16年の規則に則り､初めて要請されたこの ｢工場｣に関する

調査は､明治19年3月の農商務省令第1号 ｢農商務通信事項様式｣の規定により､

工場名称､所粗 製宣品 使層機関¢種類､職工廷人員､資本金､経費､収入､

製品の製出高と代価､についての ｢工場表｣と 口二場ノ製品及代価象｣の調査

に変更され､内容は大幅に簡略化された｡明治19年の ｢農商務通信事項様式｣
はまた､ 信者製造ノ為二工場ヲ設ケ二人以上資本金ヲ併せ職工雇人ヲ合シ十人

以上ヲ使役スル会社､和合､製造所及ヒ一己人ノ資本金ヲ以テスルモ十人以上

ヲ使役スル工場｣むとっいては､ r=業諸会社及諸製造所表｣の調査貴橡 となる

ことを規定し､工場名称､営業種別､所在地名∴操業年月､支店数､資本金､

株主人員､職工､雇人､蒸気機関 (数 ･馬力)､水車 一(数 ･馬力)､営業収入金､

営業支出金､を調査項目に指定している｡したがって､工場に関する調査は､

｢工業｣と ｢会社｣の二系統で行われることになった｡ところが､工場調査は､

明治22年4月の農商務省訓令第26号に規定する統計部の改正により､さらに変更

を加えられることになった｡改正点は､ 口業｣系統の ｢工場表｣と ｢工場ノ

製品及代価表｣を削除し､ 陰社｣系統の調査を 指者会社及諸製造所｣に改め

るかたわら､ rE者製造ノ為二工場ヲ設ケ千円以上ノ資本金ヲ以テ職工ヲ使役ス

ル会社組合製造所及ヒ一己人ノ資本ヲ以テスルモ亦千円以上ニシテ痕工ヲ使役

ス)VL場｣へ調査対象を変更していることである｡調査項目については､明治

19年とほぼ同様である｡明治22年の改正は､ ｢工業｣系統の工場調査を削除し

たために､明治16年に企図された職工10人以上工場の調査の連柳生を途絶えさ

せることになった｡聯鹿2年の改正による調査以降､職工数を基準とする工場

調査に再び復帰する明治27年の改正にいたるまでの明治20年代の工場調査は､

資本金を基準にした調査であった点で､特異である｡

すでにみたように､明治16年12Bの規則は､当時としてはあまりにも詳細な

内容についての調査を企図したものであり､そのことが､結果としては､明治

19年の簡略化.と明治22年の改正を招いたともいえる｡時期尚早で定着しなかっ

た明治16年の工場調査の精神は､明治 27年 3月の農商務省訓令第14号によっ

てようやく現実のものとなった｡これは､明治27年の ｢農商務統計様式｣の改正

要旨に､ 江部｣ (製造及工業)における改正の要点は､ ｢各種工業ノ調査二

製造戸数並二製造器具器械ノ科目ヲ加へタルコト是ナリ此等ハ各種工業ノ成立

スル要素ニシテ顛鰍 ､以テ斯業ノ消長ヲト知スへク又以テ斯業ノ従事スル労

力資本ノ如何ヲ察スル二足ルモノナレハナリ｣という説明があることによらて

証明される｡具体的にいえ古式 明治27年の改正は 工場調査に関して ｢工場票｣
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をもって調牽するという画期的な方針を採用している｡この ｢工場票｣には､

｢工場所有主ノ会社タルト一個人タルトニ関セス職工十人以上ヲ有スル総テノ

工場｣に調査が適用されることが明示してあり､ ｢鉱山及脚如柵

もまた調査のヌ橡 に含められた.ところで､ ｢工場票｣への記入項目は､工場

名称､工場所在地名､持主名､創業年月､製造品種､職工人員､原動力の種類

別 (蒸気力 ･電気力 ･水力)機関数と公称馬力からなっている｡

この 口二場票｣は､明治32年の農商務省訓令第34号 (明治32年7月)によって

改正され､記入項目として､一箇年間執業日数､一日就業時間､職工及徒弟

人員 ･日雇労働人夫 (いずれも14歳以上と14歳未満に区分)ならびに職工一日

一人あたり賃銭､を追加した雛形になっている｡工場調査ならびに ｢工場票｣
■は､明治37年9月の農商務省訓令第11号によってさらなる変更が加えられてい

るoJ=こでは､｢工場所有主ノ会社タルト個人タルトヲ問ハス職工及徒弟ヲ通

算シ十人以上ヲ有スル総テノ工場｣が調査対象になる､と規定している｡明治

27年以来の調査対象は ｢職工十人｣の工場であったから､ ｢職工及徒弟ヲ通算

シ十人以上｣の規定は､原則の変更である｡記入事項については､石炭消費高

を追加した以外は､明治32年の改正を踏襲している｡ただし､原動機の種別を

｢工場票｣に､汽機､瓦斯発動機､石油発動機､西洋形水車 (タービン式 ･ベ

ルトン式)､日本形水車､発電機､其他､に区分を明示している点が異なる｡

｢工場票｣調査は､明治41年12月の農商務省訓令第33号による統計様式の改正

にともない､さらに調査項目に関連した変更を実施している｡電動機の項が､

｢自家無配 と ｢他ヨリ電力ノ供給ヲ受クルモノ｣に細分されたこと､そして､

調査票の裏面に､当該工場で製造している製品ごとの数量と価格を ｢製造高｣
として記入することが新たに指示されている点､この二点が､明治37年の調査

項目との違いである｡

以上を要約すれば､明治16年に企図された ｢工場｣調査は､調査対象規模を

職工数10人以上と規定している点で､明治22年の改正から27年の改正までの期

間を除いて､明治37年の改正まで共通していることになる｡しかしながら､明

治37年以降の調査基準は､それまでの､少なくとも ｢工場票｣を採用した明治

27年以降の基準であった ｢職工｣10人ではなく､ ｢職工及び徒弟｣を通算して

10人とするものとなった｡ したがって､明治37年以前と以後の統計は､統計資

料としての連続性を欠いている｡明治16年の規則制定から明治41年の改正にい

たる期間の､調査対象や調査基準に関する頻繁な変更が.日本の近代化の過程

における ｢工場｣統計の時系列的比較を困難にしている｡

(3)工場統計の整備と 『工場統計表』の編集刊行

明治42年は､日本の工業統計調査の歴史上とくに記憶すべき年である｡すな

わち､明治42年11月の農商務省令第59号によって､ ｢工場統計報告規則｣が定

められた年にあたる｡この規則は､第-条に ｢工場二於テ直接作業二従事スル

者平均一日五人以上ヲ使用スル工場主ハ地方長官ノ配付スル別記様式ノ工場票
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ノ該当欄二毎五年十二月三十一日現在二依り調査記入シ翌年二月末日迄二所轄

地方長官報告スへシ但シ鉱業二付テハ此ノ限二在ラス｣､第三条に ｢第一候ノ

報告ヲ怠り又ハ虚偽ノ報告ヲ為シタル者ハ二十五円以下ノ罰金二処ス｣と､規

定している｡この条文に明記されているように､明子融2年の工場調査は､明治

16年の ｢農商務通信規則｣あるいは明治27年の ｢農商務統翻 羨式｣‥の改定に基

づいて実施されてきたこれまでの工場調査とは異なったものである｡ 口場票｣
を使用している点､そしてその様式が類似している点では､共通性が詑められ

るが､明治42年の工場調査を規定した ｢工場統計報告規則｣は､以下の点に関

して､以前の工場調査とノI封各を異にしている｡第一に､調査のヌ橡 となる工場

の範囲が異なる点である｡そして 鉱業は調納 堰砂粒こ置かれている｡第二に､

これまでの調査員による調査記入方式ではなく､工場主本人の記入方式を採用

している点である｡しかも､偽りの幸階 に対しては罰則規定を用意している｡

第三に､調査を毎年ではなく､5年ごとに実施するという点である｡

ただし 江湯票十の様式は､明治41年改正のものと全く異なるわけではなL

く､基本的なところは連続性をもち そ乃様式を踏襲している｡新たに付け加

えられた事項は､平均｣箇月間休業日数と一日休憩時間と技師技手其ノ他工場

監督者ノ数､のみである｡最も変更がある部分は､労働力 に関する調査事項で

ある｡従来 ｢職工及徒弟人員｣と標記 してあったもの私 ｢技師技手其ノ他工

場監督者｣と｢直接作業二従事スル者｣に区分けするとともに､後者につい･

ては､さらに､年令区分を､14歳以上と以下の 2区分から､20歳以上､20歳

未満16歳以上､16歳未満14歳以上､14歳未満12歳以上､12歳未満､の 5区分

としている点である｡その他の変更箇所のうち主なものは ｢振動機｣に関連し

た事項で､ ｢汽機｣の欄が､ ｢汽機｣と ｢蒸気タービン｣に細分されている

こと､また､一日就業時間が､同じく ｢普通ノ場合｣と ｢徹夜ノ場合｣に細分

されていること､そしてさらに ｢石炭消費高｣が､ ｢動力用｣と ｢其ノ他｣
に区分されていることである｡

｢工場統計幸糊 U｣は､その後､大正8年12月の農商務省令第38号によっ

て､一部改正されているが､その改正は､ ｢工場票｣様式の変更である?明治

42年の ｢工場票｣と比較して､その雛形が大きく変更されていることが注目さ

れる｡記入事項は､工場所在地と工場名と工場主名を別にすれば､創業年月､

主要事業､-箇年間操業日数､原動機､一一箇年間燃料消費高､事務貞数､技術

員及工場監督者数､直接作業二従事スル者､雑役土従事スル者ノ数､普通職工

-人-日ノ賃金､職工一日就業時間､職工一日休憩時間､職工-箇月休業日数､

-箇年間原料需要高､二箇年間製造高､の15項目である｡見出しの呼称変更を

無視すれぼ 最も目立った改正点は､原料の需要高 雅類 ･数量 ･価翻 り欄

を新設していることである｡それから燃料の消費に関して､石炭の消費高のみ

を調査していたものが､ ｢石炭 ･骸炭 ･鉱油 ･瓦斯 ･木炭 ･薪｣の数量と価格

の調査を行うものに変更になっている｡ その他の主な改正点底 値讃作業二

従事スル者｣についての年令区分を､･犯歳以上､a)歳末滴15歳以上､15歳未満
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に変更 していることと ｢平均一日使用数｣を新たに記入させている点であ

る｡ 博務員数｣の欄も､明子融2年の 口二場票｣にはなかった項目である｡

｢工場統計報告規則｣は､大正9年12月の農商務省令第43号によって さらに

改正され この改正により､本規則に基づく工場調査は､ここに ｢毎五年｣か

ら ｢毎年｣の調査に変更になった｡したがって､ 『工場統計表』は､大正 9年

以降においては毎年次の調査となった｡これに対応 して､農商務省且 大正10年

6月の農商務省訓令第8号により､明治27年に制定していた ｢濃商務統計報告

規程｣と ｢農商務統計様式｣を廃止した｡これによって､工場調査は､ 口二場

統計報告規則｣に一元化された｡それは､調査員方式による ｢工場票｣調査の

廃止を意味した｡農商務省は､同時に､農商務省令第19号により､ ｢農商務統

計報告規則｣を制定しているが､そこでは､-もはや ｢工場票｣の提出は､義

務づけられていないo大正10年以降､｢工場票｣による工場調査は r=場統

計報告規則｣による調査に一本化される択 その後､大正10年12月の農商務省

令第43号による改正と大正12年12月の農商務省令臨第15号による ｢工場統計

規則｣への規則名称の変更の中で継続されていく｡大正10年の改正は､工場調

査の対象を ｢-.職工平均一日五人以上ヲ使用スル工場 二 原動機ヲ使用

スル工場 三.工場法施行令第三健二掲クル事業ヲ営ム工場｣に拡げたことと､

｢実働時間別職工数｣の項目を新設していることをその主な内容としたもので

ある｡大正12年の改正内容は､調査の対象を ･｢常時五人以上ノ職工ヲ使用スル

工場｣に変更している点にある｡

ところで､明治42年以降の期間については､ ｢農商務統計様式｣の廃止が決

定されるまで､｢農商務統計様式｣による工場調査と ｢工場統計報告規則｣に

根拠をもつ工場調査の系譜の異なる二つの調査が並存していたことをさきに指

摘した｡それは､ ｢工場統計報告規則｣による工場調査が 5年に1回と規定され

ているためでもあった｡その繭査の間隙を埋めるために ｢農商務統計様式｣に

基づく工場調査が必要であった｡

この ｢農商務統計様式｣に基づく ｢工場票｣の改正は､大正3年11月の農商

務省訓令第13号によるものが最後である｡この ｢工場票｣と明治41年の ｢工場

票｣との最も大きな違いは､ ｢職工及徒弟人員｣の項目に関してである｡ ここ

では､ ｢直接作業二従事スル者ノ数Jと標記が変更になっている｡明子融2年の

｢工場統計幸醍潮 U｣に基づく ｢工場票｣の改正の影響を受けていることがわ

かる｡また､年令区分を14歳以上､14歳未満の 2区分から15歳以上､15歳未満

12歳以上､12歳未満､の 3区分法を採用している点が､明子融1年と異なる点で

ある｡それから､原動機の区分で､ R気機｣としてあったものを ｢蒸汽機関｣

とし､その上で ｢往復動汽機｣と ｢蒸汽タービン｣にそれを細分し､さらに､

｢発電楓｣の見出しを削除してこれを ｢電動機｣に編入している点が､変更に

なっている部分である｡なお､参考までに､大正3年の ｢工場票｣を系譜の異

なる明治42年の 口二場票｣と対比すると､以下のような違いがある?卿蛮2年
の調査事項にある ｢平均-箇月間休業日数｣･｢一日休憩時間｣･｢技師技手
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其ノ他工場監督者｣I｢発電機｣､の各項目が､大正3年の ｢工場票｣には

なく､また 職工の年令区分と石炭消費高の内訳が､簡略化されている｡要する

に､大正3年の ｢工場票｣は 明治42年の ｢工場統計報告規則｣の影響を受け

ているものの､内容的には､明治41年の ｢工場票｣に近いといえる｡

3.個別工場 に関する資料 とその利用法

(1)個別工場に関する資料

前節においては､明治初年以降大正期にいたる日本の工業統計調査の大筋を

統計調査の根拠となった規定もしくは規則に依拠しながら検討してきた｡その

結果､個別工場に関する調査が明治16年に企図されたこと､また明治27年から

は調査委員による ｢工場票｣調査を着手していること､そして､明子蛮2年には

従来の ｢他計式調査｣を改め､これに代わって工場主が ｢工場票｣に記入する

｢日計式調査｣を採増したこと､同時に､調査束橡 をそれまでよりも規模の小

さい工場まで広げるという､画期的な調査が開始されたことを明らかにした｡

一定規模以上の作業場を 口二場｣とみなして､それを工業のすべての業種に

わたって全国的に調査することを指示したのは明治16年である釈 それに先行

して､日本の輸出品の大宗とさえ称された製糸の製造場についての調査が実施

されていたことが､記録に残っている｡ ｢全国拾人繰以上器械製糸所｣に関す

る､明治12年 6月の調査がそれで､内務省 『勧農局第四回年季鮎 に､府県単位

の製糸場の数字が収録されている｡しかしながら､この時調査の対象となった

器械製糸所の一覧については資料を欠き､その言開田を知ることはできない｡製

糸工場についてはすでに特別な関心が払われていたことは 微こ言及する 『工

場通覧』の編集に先だっ明治28年11月に 農商務省農務局が 『第一次全国製糸

工場調査表』 (明治26年調査日折り行していることによっても知りうる｡同書の

緒言で明治21年調査との比較記述を行っているのでこ明治26年に先行する調査

があったことになる｡本調査表は､明治26年以降不定期に編集が続けられ昭和

期にいたるまで刊行された ｢製糸工場｣だけの工場一覧であった｡

さて､ r農商務通信規則｣に基づく明治16年以降の工場調査は､明治19年6月

に創刊された 『農商務統計表』に明治17年界の結果が収録されているほか､

『第八次農商務統計表』にいたるまで掲載されている｡ところが､この一覧は∫

全国の民間工場のすべてを収録したものでなく､各行県の統計書に基づくので

なければ工場生産の実態に近いものを正確に把捉することができないというこ

とが､山口和雄 (1956)の研究によって指摘された｡すでに､みたように､工

場に関する調査規則は､明治16年に通達があったとはいえ､名府県における調

査態勢の確立は区々であった上に uぎしぼ規則改正を指示したことも影響し

てれ 各府県における調査の足並みは揃っていか ､｡実際､山口氏の研究にお

いては､最も多くの府県が調査記録を残している明治17年を基準年として 各

-8 5 -



府県においてその前後に調査された工場調査 の結果を集めて それらを基経と

した分析が行われている｡

ところで､ 『農商務統計表』に掲載されている統計によると､ ｢工場乳調査

が開始された明治27年の工場数は､前年の 3,019に対して 5,985を記録 して

おり､ほぼ倍の数を記録している｡これは､明治26年までの調査が､調査洩れ

を避けがたかったかを示す証拠であるとともに 調査対象基準の不明確さを示

す証拠でもある｡すでに前節において指摘したように､明治16年以来､ EL場｣

の基準は ｢職工拾人以上｣であること､と規定されているが､明治19年には､

｢工吸｣の調査とは別系統で 職工雇人ヲ合シ十人以上｣を調査の基準とする､

会社と製造所に関する調査が実施されていること､また､明治22年には､さら

にその基準を資本金に変更するという基準の改定を行っていることもあって､

明治19年から､｢工場票｣を使属した調査を始める前年の明治26年までの工場

調査が､同一の基準にしたがっていた可能性は少なく､しかも､この間､調査

洩れも相当の数に達していたであろうことを考慮すると､それらの調査結果が､

当時の日本の工場制生産の到達水準をかなりの精度で把接していたかどうかに

ついては疑問が残るところである｡

ともあれ､ ｢工場票｣を使用した調査の開始にともない､調査の精度が格段

に向上したであろうことは想像に難くない｡農商務省商工局工務課は その結

果を 『全国工場統計表』として､明治29年から33年分を編集して､干桁 してい

-る｡その例言によって､ ｢職工十人以上｣を工場の基準としていることが判明

する｡これらの統計表は､ ｢工場票｣調査に基づいて作成されたものであり､

工業統計としての工場調査が新時代を迎えたことの表現でもある｡ただし､こ

の段階では､全国の工場の一覧ではなく､府県別 ･業種別 ･規模別の工業統計

にとどまっている｡

本格的な工場統計の調査と編集は､明子融2年の 臣二場統計表』をもってその

画期となすが､それに先行して､ ｢職工十人以上ヲ傭使スル全国工場｣を収録

した 『工場通覧』が､明治35年 と37年と40年に関して編集されている｡レず れ

も各年次の12月末日現在の調査であり､農商務省工務局工務課の手によって刊

行されている｡その根拠は ｢農商務省統計様式｣であるはずである｡明治16年

に調査方針が打ち出されて以来およそ20年にして､ようやく個別の工場に関す

る一覧が編集されたことになる｡工場名称にはじまり､工場所在地､工場主､

製造品､創業年月､･職工数､原動機､という 口二場票｣の中の限られた情報に

関してではあったが､全府県についての工場一覧が編集されたのである｡これ

までは､ 阿存県統計書』に収録されている個別工場に依拠しなければ,その全

貌を把握できなかったこと､-そして) 府県によっては､､すでに個別工場の一覧

を府県統計書冊又録していないこ?,tをあわせ考えると､工業統計資料としての

『工場通覧』の価値埠少なく,ないのである｡それどころか､古島敏雄 (1966)

の産業史研究においては､明治37年の 『工場通覧』が重要な基経資料の一つと

して縦倍に使われており､本資料は､'｢農商務省統翻 お札 によって収集され
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たその他の多くの関連の資料と組み合わせることによって 亨胡]の幅を広げる

ことができる資料である｡

『工場通覧』は､その後 明治42年､大正5年､大正7-9年分について刊行さ

れている｡例言によると､大正 7-9年分については､ 1月1日現在の調査であ

ることが明記されている｡この調査日は､事象L j狩)他の年度と同様に､12月

末日現在とみなして構わないから､ 『工場通覧』は､実質的に､明治42*と大

正5年と大正6-8年に関して編集されたことになる｡明子融2年を唯一の例外と

して､調査の対象は､ ｢職工十人以上ヲ傭使スル各種ノ工場｣とあり､そのま

ま読むと､ ｢農商務省統計様式｣に基づく調査結果であることになる｡しかし

ながら､大正8年12月末日は､明子融2年11月の 口二場統計報告規則｣に基づく

5年毎の工場調査 日にあたるので､実質的に大正8年の 『工場通覧』は､その

規則を適用して収集した資料のうちから､ 職 工十人以上｣の工場を収録した

可能性が高い｡明治 42年の 『工場通覧』は､ 口二場統計報告規則｣に基づい

て調査した結果を収録したものである｡ ｢本書ハ明治四十二年十一月農商務省

令第五十九号工場統計報告÷依り平均一日職工五人以上ヲ使用スル工場主ヨリ

地方庁ヲ経由シテ報告シタル明治四十二年十二月三十一日現在ノ工場二就キ編

シタルモノナリ｣という例言の記載が､その証拠である｡こうしてみると､明治

35年以降編集された 『工場通覧』の中では､この明治42年の 『工場通覧』が､

初めて､ ｢工場統計報告規則｣に基づく全国的な ｢工場一覧｣であることに

なる｡職工5ノ旭)規模まで調査のヌ橡 を広げていることが､明子如2年の 『工場

通覧』の工業統計としての資料的な価値をさらに高めている｡個別工場の一覧

を月形表しているもう一つの資料である 『府県統計書』が､府県によっては､こ

の時期の個別工場一覧を記載していないので､明治生2年の 『工場通覧』は､日本

の工業統計として貴重な資料であるということになる｡これと並んで､大正9

年の 『工場通覧』､ 正式には､ 匠大正拾年給萱月 工場通覧』が､工業統計

として利用範囲の広い資料である｡大正期に入って｢層の工場制生産の展開を

とげた日本の工業の実態がそこに反映されているからである｡大正 9年は､

最初の本格的な人口統亭†調査である 『国勢調査』が実施された年度にもあたり､

この資料を工業の分析に利用できることも､大正 9年 『工場通覧』の資料的

価値を高めている理由である｡

(2)個別工場一覧の利用

これまでの検討によって､ 『工場通覧』は､日本の近代における工場制生産

の進展の様相を把揺するための工業統計として極めて貴重な資料であること

を明らかにしてきた｡なかでも新しい工場調査の方法を採用した明治42年の

『工場通覧｣と大正9年 (実質的には､大正8年)の 『工場通覧』は､工業資料

としての信蹄性を著しく高めてレ1るといえる｡なお､ 『工場通覧』の工業資

料としての性格や限界については､後藤 靖 (1986)の解説を参照されたい｡

ところで､工業資料としてその存在は早くから知られながら､ 『工場通覧』
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の全面裾朗弓は､ 『府県統計書』の利用よりもずっと新しいことに属する｡

とれを日本の近代の産業史研究に取り入れ､工業の各部門における工場制生

産の進展状況あるいは個別産業に関する主要産地の動向を分析することによっ

て､その利用範囲を大きく進展させたのは､古島敏雄 (1966)の研究であり､

そこでは､明治37年の 『工場通覧』が利用された｡その後､中島茂 (1977)

と葛西大和 (1978a,b)は､大正9年の 『工場通覧』を､そして､最近では､

大家昌利 (1993)が､明治42年の 『工場通覧』を利用した研究を行っている｡

これらの研究は､いずれも̀､ 『工場通覧』を基経資料として､全国もしくは

特定府県における ｢工場｣の地域的分布あるいは工場制生産の進展の度合い

を検討のヌ橡 とした代表例であるが､この他にも､数多くの研究において､

『工場通覧』は ｢工場｣に関する情報を得るための基本的資料 として利用さ

れてきた｡

さて､これまでの研究を通して､ 『工場通覧』は､その活用の幅を広げら

れたとはいえ､日本の近代における地域研究あるいは産業革命研究の範囲を

さらに広げるためには､『工場通覧』の新しい活用法を考えだす必要がある｡

そうした試みを行うことが､本稿の残された課題である｡

『工場通覧』を利用し傭 指巨な情報は､工場数 ･職工数 ･製造品 ･原動

機使用の有無 ･原動機の種類に関してであるが､これらの属性は工場所在地

と結びつけることによって､現実空間の現象としての意味を与えられる｡

『工場通覧』に収録されている工場に関する情報は､もともと各府県の市区

･町村単位で把握されたものである｡したがって､工場資料を活用するために

は､その現象が発生している場所を正確に確定するという作業が不可欠にな

る｡工場の所在地に関して､ 『工場通覧』の記載は一般的には､往時の市区

町村までの明示にとどまる｡地番が記載される場合もあるが､たとい､その

表現があったとしても､それを手掛かりとして､個々の工場の地理的位置を

かなりの厳密さで､確認できるという客観的条件は､日本の一部の地区にし

か許されていない ｡それゆえ､ことでは､形式的な地域の中心的機関として

の意味をもつ､市区町村の役所 .役場の所在地を位置情報を代表させる基準

として選択するという方法を採桶する｡

最初に､長野県を事例にして､ 『工場通覧』の工業資料を活用する方法に

ついて説明をしよう｡第1-A図は､大正約三未現在の長野県下の市町村の役所

･役場の位置を復元したものである｡第1-B図は､これらの地点を中心とす

る円でもって､それぞれの市区町村の､同時点における製糸工場職工数を

表現したものである｡属知のごとく､長野廉は日本で最も製糸業における工

場制生産が進展したところであるが､.職工数10人以上の製糸工場の成立が認

められるすべての市田再寸についてその位置情報を地図に表現する場合には､

100～150万分の1程度の縮尺が必要である｡ある現象の表現にあたり､これ

らの縮尺より小さい縮尺の地図を使用する場合は､その縮尺に反比例して､

地図への表現1 Lがって､判読は困難となるので､その場合には､表現を簡
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略化しなければならない｡

たとえは 製糸業の工場職工数 (明治35年は2,481工場で126,535人､大正9年

は 3,089工場で 292,048人)を､長野県に隙巨することなく､全国に拡張し､

しかも､通常使用されている程度の縮尺の地図へ表現するとして､この問題

を考えてみよう｡ 第2rA図と第2-瑠図は､それぞれ明治35年と大正 9年時

点の製糸業における工場職工数を､第 1 図にならい､同じ方法で表現した

ものである｡ただし､ここでは､工場職工数が一定規模以上に達している市

田指すのみを表現の対象に限定している｡その理由は､500 ～700万分の1程度

の縮尺の地図上では､明治35年現在ですでに1,201市田指す(大正9年現在で1,281

市田指す)に達している職工10人以上の製糸工場所在市田拍子を､判読可能な

条件で表現することは到底不可能だからである｡縮尺を小さくすればするほ

ど､それに応じて表現内容はますます大きなものに限定しなければならない

から､地図に盛り込む情報量に応じて縮尺を取捨選択する必要がある｡日本

の主要製糸業地域を､ここに収録した程度の大きさの地図上に表現するので

あれば､ 明治35年については､300人以上 (59市田指す)､大正9年については

500人以上 (111市田指す)を基準とすれば目的を達成できるであろう｡

言うまでもなく､このような作業は､製糸業以外の他の工業部門にも拡張

していくことが可能である｡ 第3-A図と第3-B図は､ ｢横瀬器具製造業｣
について同じ作業を試みたものである｡

以上､本項においては､ 『工場通覧』に収録されている個別工場｢寛を位置

に開通させた情報として再編する方法を提示した｡ここで示 した作業をさら

に重ねていくことによって､産業革命期についてはまだその全貌が明らかに

されていない工業全体についての地理情報が得られることになる｡

(3)日本の工業生産における ｢工場｣生産の比重について

工場に関する個別｢覧である 『工場通覧』は､単独の資料としてこれを用

いた場合でも､利用価値が高いものであることを､前項において示したが､

ここではさらに発展させて､工業統計資料である 『工場通覧｣を､工業統計

以外の資料 と結合させて即 ､る資料の利用法について､一つの試みを行い

たい｡

ある目的で作成されたデータを､別の目的で収集された異種のデータと結

合することは､多くの場合困難をともなうが､データの接合を首尾よく行う

ことができれば,それは､資料の利用範囲を大きく拡張し､結果として､資

料としての価値を飛躍的に高めることにつながる｡工業統計資料である 『工

場通覧』は､生産に関する統計であるから､工業統計でなくとも､それが､工

業生産の一側面を体系的に記録してし､る資料であるかぎり､そうした異種の

資料と結合できる可能性をもっているといえる｡このような条件を具備 した最

も基本的な統計資料として､ 『国勢調査』の人口統計がある｡そこでは､単

に人口の動態のみなら一穴 静態についての調査が実施されており､その一環と
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第2-B図 日本の主要製糸業地域 (1920年､大正9年)
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第3-A図 日本の主要機械器具製造業地域 (1892年､明治35年)
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第3-B図 日本の主要機械器具製造業地域 (1920年､大正9年)
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して､たいていの場合､被調査者の従事している職業に関する調査項目が用

意されているからである｡周知のごとく､日本で最初の 『国勢調査』は､大正

9∠勘0月1日現在のものである｡

それゆえに 明櫛 5年を最初として編集された 『工場通覧』の中では､大正

9年現在の実態を記録している 『工場通覧』にして､初めて 『国勢調査』との

接合をはかれる可能性があるといえる｡しかも､その後の 『工場通覧』の刊行

状況ならびに記載方式の変更 (具体的には､職工の実数についての無記載)に

よって､こうした試みが可能なのは､事実上､この年次が最初にして最後で

ある｡二つの統計資料を用いて作業をするにあたっては､もちろん､10ケ月

という調査日のズレにともなう問題を解決しなければなら一穴 言葉の最も厳密

な意味での対比は不可能である｡しかしながら､限りなく現実に近いところを

目指すのであれ古式 工業統計資料である 『工場通覧』と､静 人口統計資料

である 『国勢調査』を使って､工業生産に占める ｢工場｣生産の比重とか､

大規模産施設への工場労働力の集中の度合い等についての検討を行うことは可

能である｡ここでは､各府県における行政的な中心地にして経済的な結節点で

あることの多い､しかも､日本の近代化の特質の重要な側面を代表 している

都市部に限定して､上に掲げた分析を試みてみたい｡

最初に､ 『工場通覧』を資料として､日本全国のgV)都市について､個別

工場の集計を仝工業部門にわたって行い､工場職工数を算出する｡この場合､

国勢調査日にいたる間に合併等の理由で行政区域に変更があった場合には そ

の範囲に含まれる工場を各都市の工場職工数に加算する｡ところで､かって

指摘したように 臣二場通覧』には抜け落ちている大親模工場があるので､旧

稿と同様にこれを補うとともに､旧稿においては八幡の官営製鉄所ならびに

横須賀 ･呉 ･佐世保の軍工廠に限定していた官営工場分の加算私 ここでは官

営工場については､協調会編の 防正十一年七月全国主要工場鉱山名篠』(大

正11年8月刊)に収録されている数字 (大正9年末もしくは10年末の職工数か)

を共通の資料として用いて 臣二場通覧』の民間工場分に加算するという方法

を採用する｡本資料には官営工場の調査日についての記載を欠くため､この点

でなお統計資料として適切ではないが､各省庁の年報 (葛西大和､1979)にお

いてもこれ･に代わる統計を兄いだすことができないので､さしあたり､この資

料でもって代用することも次善の選択として許されるであろう｡これによって

旧稿においてはひとまず考慮の外に置いた鉄道省管轄の20工場や大蔵省専売局

管轄の62工場に加え､陛牢省 ･内務省 ･内閣所管の工場も検討のヌ橡 に含めた

ことになる｡もちろん､太鼓省造幣局工場､軍工廠以外の海軍省管轄工場も検

討の対象となる｡第4図は このような方法で算出した､全国の都市別の工場

職工数の大きさを示したものである｡なお､本図には 500人以上の職工数を

擁する大規模工場が コ碁職工数全体に対して占める比率をあわせて表示して

ある｡これこよって､巨大都市と外国貿易港をもつ大都市と軍施設のある都市

での､際だった ｢工場｣生産の進展､これと闇寸照的に､少数の例外はあるも
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掛 図 日本の都市の ｢工場｣職工数と大規模工場のウエイト (1920年､大正9∠
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のの､北海道や東北地方あるいは､総じて､東日本の都市における工場制生産

の未展開ないしは遅れが明らかとなる｡

ところで､ 『工場通覧』は､職工数が10人以上の生産施設を ｢工場｣として

記載した資料であり､10人未満の生産施設については収録の菜摘桝 となってい

る｡そのために 10人未満の小規模な工場あるいはごく零細な規模の作莱場

ないしは伝統的な都市職人の仕事場といった工業生産施設は ここでは捕捉さ

れていない｡工業における近代化とは 一定の規模をもった作業場における工

場生産の開始と､原動機を備えた本格的な工場での生産を基礎とする工場制

生産の進展と確立を意味し､そして 日本においてはすでに工場制生産が確立

しているのであるが､なお､伝統的な生産方法によらて生産される部分は少な

くなく､10人未満の工場で生産に従事している人も含めて､その数は､かなりの

大きさに達していたはずである｡幸いに 『国勢調査｣では､ 『工場通覧』に

収録されている民間の工場で働いているか､それとも､そこでは把纏のヌ摘汐t

に置かれている官営の工場で働いているかを問わず､また 『工場通覧』には

記載されていない職工10人未満の生産施設で働いているかを問わづミ工業製品

の生産に携わっている人であればすべて､これを調査対象 としているので､

『国勢調査』と 『工場通覧』を統合した分析を実施することによって､日本の

工業生産における ｢工場｣生産の比重を､したがbてまた､ ｢工場｣以外の生産

施設での生産の比重を解明することが可能となる｡

ここでは さきに各都市について集計したところの官民の工場職工数の合計

を､ 口二場｣形態での生産によるものとみなし､これを 口二場｣生産の比重を

計算する基経とする｡周知のごとく､工吸の概念規定は単に職工の数によって

なしうるものではなく､10人未満の生産施設にして原動機を使用している工場

もあり､また10人以上にして原動機 を装備 しない工場もあるので､10人という

数を一定規模の基準 とするのは あくまで便宜的な方法にすぎない｡にもかか

わらず､職工10人以上を ｢工場｣の基準に採用するのは､この規模を境として

動力化の度合いが大きく異なるからであり､また工業生産においてこの部分が､

圧倒的な割合を占めているからにはかならなしも日本の郡市の工業生産における

｢工場｣生産の厳密な程度ではなく､近似的な割合を知ること､これが追求すべ

き目標である｡大正9年の 『国勢調査』の人口統計資料から､都市ごとに工業

に従事している数を算出し それを ｢工業従事者｣としよう｡ また､工業従事者

が各都市の就業者に対して占める割合を ｢工業人口比｣としよう｡これらの数を

計算するためには､生産的労働の一つとして 口二業｣の一部門に分類されて

いる ｢土木建築業｣を睦除する作業が必要なだけである｡こうして算出した各都

市の ｢工業従事者｣を分母として 同じく各都市の ｢工場｣職工数を分子にして

計算した倍も ｢工場｣形態をとる工業生産施設に所属している労働力の割合

すなわち ｢工場労働者比｣とする｡｣投に､近代化の過程における地域間の

工業の発展水準は一様ではなく､しカも､冴 eにおいては､二Ⅰ業生産の地域的集積

や集中をともなうので,地域相互間の､ここでは都市相互間の ｢工業人口比｣の
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第5図 日本の都市の ｢工業従事者｣数と ｢工場労働者比｣ (1929年､大正9年)
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開きの幅以上に ｢工場労働者比｣の開きの幅が大きくなる傾向がある0 r工場

労働者比｣は､その意味において ｢工場｣生産の進展の度合いをはかる重要な

指標となりうる｡

第5図は､各都市についてこの指標を示したものである｡ここには､かなり

明瞭な地域差が認められる｡ ｢工場｣生産の進展している都市群は､その大部分

沢 田 諸β市東京から九州北部にいたる地帯に位置している｡東日本に位置して

いる都市群は 総じて ｢工場｣生産のウエイトはそれほど高くないが､官営工場

の存在する都市の ｢工場｣生産の割合は比較的大きい｡

~4.今後の課題

以上､本稿においては 解計調査の指針となる法令と調査結果を収録してい

る官庁統計の両側面から 日本の近代における工業統計調査の沿革について倹討

を行った｡近代の工業は 江場｣による生産をその特徴とすることから､とく

に､工場調査の変遷に焦点をあてながら その歴史を辿った｡これに加えて､本

稿では 全国の個別工場に関する一覧である 『工場通覧』を単独に利用する場

合の､あるいはこの工業統計資料をこれと関連する異種の統計資料と統合し

て利用する場合の､試行的な事例を示した｡以下においては､ここでのささ

やかな試みや工業統計資称をめぐる現在の客観的状況を踏まえながら､今後

検討すべきいくつかの課題を指摘して､まとめに代えたい｡

第一の課題は､市田拍寸を単位とする 口二場｣データの時系列表を作成するこ

とであも これまでの検討によって 『工場通覧』は､市町村単位で ｢工場｣職

工数を集計できる資料として また 口二場｣の動力化の進展状況を把撞できる

資料としても手摺価値が高いことが判明している｡年次の異なった 『工場通覧』
を対比することによって あるいは明治10年代未の 『府県統計書』に叫題泉されて

いる個別工場一覧まで遡って対比することによって 日本の近代における工場

制生産の空間的進展状況が､時系列的に復元できる｡ところで 近代を通じて

最も工場数が多い製糸業に関しては 職蛮5年の 『工場通覧』の編集刊行に先行

する統計資料が存在しており､しかもその統計は､吉講乾様式の変更と未編集によっ

て､ 『工場通覧』ではもはやその言開田を把撞できない大正10年以降について

も ｢製糸場｣の実態を把握しているので 別系統の工業資料として用いること

ができる｡

第二の課題は､試行的に実施した大正 9年の 『国勢調査』との統合をさらに

拡張することである｡本稿では検討の外においた郡部には､市部を上回る膨大

な工場群が存在する｡これらの工場において働く職工数は､ 旺場通覧』を資料

とする第一の作業によって郡毎に集計できるから この合計数を､ 『国勢調査』
を資料として算出した各郡の ｢工業従事者｣で割り算すれば r=場労働者比｣
が求まる｡すでに産業革命を達成後 uざらく時間を経過しているとはいえ､こ
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の作業が完成すれば､口二場｣による工業生産の度合いが､初めて､日本全体

にわたって市郡レベルで復元されることになる｡

第三の課題は､個別工場に関する基礎資料である 『工場通覧』と 術 県統

計書』の刊行状況もしくは記載様式の変更によって､イ誹り工場ごとの数量的分析

が困難となっている昭和戦前期について､新たな工業統計資料を発掘し､それ

らの資料を活用できる研究方法を開発することである｡周知のごとく､大正10

年11月 『工場通覧』につづく 『工場通覧』は､日研口6年 (内容は4年)に再刊

となったものである｡復刊なった 『工場通覧』は､その後昭和16年まで継続し

て編集刊行されている｡これらの資料は､昭和 4-14年の ｢工場｣に関する

基本資料の一つであることは間違いないが､そこには､すでに職工の実数が記

載されていないだけでなく､ ｢工場｣のおおよその規模すら明示されていない｡

後者に関しては､符号をもってその規模を略記している昭和 7年の 『工場通覧』
が唯一の例外である｡このような理由から､昭和期に関しては､工場の分布は

確定できても､市町村単位の職工数を復元することはできない｡近代以降にお

ける ｢工場｣の存在状況を昭和期まで継続して明らかにすることは､戦後期の

工業研究を深めるためにも不可欠であり､この点からも 『工場通覧』と併用

できる資料にして､それにとって代われる資料を発掘し､さらに､そうした資

料を活用できる研究方法を考える必要がある｡

第四の課題は､市町村もしくは市郡単位の工業データを工業以外の統計と

統合する範囲を拡張することである｡本稿においては､ 『国勢調査』の人口

統計と統合して､職工10人以上の工場が域内の工業生産において占めている比

重を明らかにするための指標として ｢工場労働者比｣を考え出し､これを市郡

を単位として適用する方法を提示した｡人口統計については､明治31年を最初

とし大正7年まで5年毎に実施された 『日本帝国人口静態統計』が別に存在

し､この統計と工業統計との接続をはかることが可能である｡ただし､この統

計は市町村別の本籍人口と現住人口に関する統計であるから､工業統計との統

合は限定されたものとなる｡現住人口や本籍人口の増減傾向を域内における

｢工場｣生産の進展と関係させて利用する方法が､ここでは考えられる｡とこ

ろで､人口統計以外の統計資料との接続は､全国的なスケールで､市郡もしく

は市町村を単位として行われている統計調査が実際に存在するにもかかわら

一穴 調査内容の無関連性とか工業統計との調査時期の不一致とか資料の不揃い

などの理由から､｣投的には､極めて困難な状況にある｡少しでも統合の可能

性があるとすれば,それは､ 『府県統計書』に収録されている市郡別の資料を

利用した場合であろう｡ たとえをf,桑葉の収穫 ･繭の産額 .生糸の生産額と

｢工場｣生産を結合した農業と工業との接点にある局面､あるいは域外への商

品の移出と域内への商品の移入を､ 口二場｣の集積や域内の工業生産額と関係

させる商品流通に開通した局面が考えられる｡しかしながら､このような分野

への工業統計資料の拡張のために.は､ 『勧業年季剛 を含め､ 『府県統計書』を

全面的に活用できるという条件が前提となる｡

-100-



(引用文献)

古島敏雄 指者産業発展の地壊隆一明治初年における-｣､地方史研究協議会編

『日本産業史大系 1総論篇』､東京大学出版会､1961年､273-誕7ページ｡

青島敏雄 ｢『明治七年府県物産表』にあらわれた経済構造の特質｣､古島敏雄

『資本制生産の発展と地主制』所収､御茶の水書房､1963年､3-144ページ｡

古島敏雄 『産業史ⅠⅠⅠ』 (体系日本史叢書12)､山川出版臥 1%6年､見2ページ｡

とくに､70-141､354-484ページ｡

後藤 靖 ｢『工場通覧』解題｣､復刻版 『工場通覧 Ⅰ』所収､柏書房､1986年､

2-10ページ｡

葛西大和 ｢大正中期における本邦都市の工場所在状況と工場労働者構成｣､

『岡山大学地理学研究報告』第3巻第2号､1978年a､1-31ページ｡

葛西大和 ｢大正中期における府県別工業構成と工場労働者構成｣､『岡山大学

地理学研究報告』第4巻第1号､1978年b､19-49ページ｡

葛西大和 ｢『帝国統計年鑑』と『農商務統計表』における諸官庁直轄工場-官

営工場の把櫨について｣､ 『岡山大学地理学研究報告』第4巻第2号､1979年､

33-62ページ｡

協調会編 『大正十一年七月 全国主要工場鉱山名簿』､協調会､1922年､

191-1%ページ｡

内閣官報局 『法令全書』各年度分｡

中島 茂 ｢大正中期における大阪府の工業構成- 『大正十年十一月工場通覧』
の分析-｣ ,_･･『岡山大学地理学研究幸陪 』第3巻第1号､遁77年､81-97ページ｡

日本統計研究所編 ｢生産統計の発達｣､日本統計研究所編 『日本統計発達史』

所収､東京大学出版会､1960年､43-71､94-120ページ｡

農商務省工務局編 『工場通覧』 (明治42年､大正9年)

農林大臣官房課 『明治二年以降農林省統計関係法規輯覧』､東京統計協会､

1932年､880ページ｡

大坂昌利 r20世紀初頭における東京市の工場分布-1粥年の工場メッシュ

マップ-｣､ 『立正大学文学書肺閣諺己要』第9号､1992年､15-54ページ｡

塩滞君夫他編 『日本資本主義構造統計』､岩波書店､1973年､1-29ページ｡

山口和雄 ｢『明治七年府県物産表』の分析｣,｢明治十年代の 口二場｣生産｣､

山口和雄 『明治前期経済の創刊所収､東京大学出版会､1956年 博幸献反

1%3年)､1-36､87-112(増ネ献反105-141)ページ｡

｢付言aJ

本稿の作成にあたっては､平成 2-4年度文部省科学研究費 (重点領嚇 弁究

｢近代化による環境変化の地理情琴システム｣ 代表 西川 治),AO4班
｢環境変化における人間活動の役割J (研究代表者 田ヰ櫛 口))の一部を

あわせて使用した｡

-101-


